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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
第１の基板上に、発光素子を複数有する画素部を形成し、
第２の基板上に、第１のシール材を四隅および各辺に開口を有するライン状のパターンに
描画し、第２のシール材を前記第１のシール材で囲まれた領域内へ異なる滴下量で複数滴
滴下し、
前記第１のシール材が前記画素部を囲むように配置され、かつ、少なくとも一対の前記第
１のシール材の間は、前記第２のシール材で充填されるように前記第１の基板と前記第２
の基板を貼り合わせ、
前記第２のシール材は、少なくとも前記画素部の中央と、該中央と一定の間隔を有して取
り囲む位置とに滴下されることを特徴とする発光装置の作製方法。
【請求項２】
前記パターンを、それぞれ対称的に描画する、請求項１に記載の発光装置の作製方法。
【請求項３】
前記第１の基板上の、前記画素部の１辺に端子部を設け、
前記第２の基板上の、前記１辺と貼り合わせる辺における、前記開口を挟む前記パターン
の間隔を、他の辺より狭く描画する、請求項１に記載の発光装置の作製方法。
【請求項４】
前記パターンを、前記第２の基板端面に対して斜めに描画する、請求項１から３いずれか
記載の発光装置の作製方法。
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【請求項５】
前記第２のシール材は、前記第１のシール材よりも粘度が低い、請求項１から４いずれか
記載の発光装置の作製方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は素子（代表的には、薄膜トランジスタ（以下、ＴＦＴという）で構成された回
路を有する半導体素子、発光素子、メモリー素子、センサ素子、または光電変換素子）を
封止するための封止用基板を貼りあわせる貼り合わせ機構を備えた製造装置に関する。特
に、有機化合物を含む層を発光層とする発光装置を作製する際、発光素子を封止するため
の封止用基板の貼り合わせ装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、自発光型の発光素子としてＥＬ素子を有した発光装置の研究が活発化している。
この発光装置は有機ＥＬディスプレイ、又は有機発光ダイオードとも呼ばれている。これ
らの発光装置は、動画表示に適した速い応答速度、低電圧、低消費電力駆動などの特徴を
有しているため、新世代の携帯電話や携帯情報端末（ＰＤＡ）をはじめ、次世代ディスプ
レイとして大きく注目されている。
【０００３】
　発光装置は、液晶表示装置と異なり自発光型であるため視野角の問題がないという特徴
がある。即ち、屋外に用いられるディスプレイとしては、液晶ディスプレイよりも適して
おり、様々な形での使用が提案されている。
【０００４】
　また、本明細書中では、陰極、ＥＬ層及び陽極で形成される発光素子をＥＬ素子といい
、これには、互いに直交するように設けられた２種類のストライプ状電極の間にＥＬ層を
形成する方式（単純マトリクス方式）、又はＴＦＴに接続されマトリクス状に配列された
画素電極と対向電極との間にＥＬ層を形成する方式（アクティブマトリクス方式）の２種
類がある。画素密度が増えた場合には、画素（又は１ドット）毎にスイッチが設けられて
いるアクティブマトリクス型の方が低電圧駆動できるので有利であると考えられている。
【０００５】
　また、ＥＬ層を形成するＥＬ材料は極めて劣化しやすく、酸素もしくは水の存在により
容易に酸化もしくは吸湿して劣化するため、発光素子における発光輝度の低下や寿命が短
くなる問題がある。
【０００６】
　そこで、従来では、発光素子に封止缶を被せて内部にドライエアを封入し、さらに乾燥
剤を貼り付けることによって、発光素子への酸素の到達、もしくは水分の到達を防止して
いる。
【０００７】
　また、本出願人は、特許文献１にシール材で囲まれた部分を密封可能な空間とし、その
空間を樹脂または液体で充填する封止方法を記載している。
【特許文献１】特開２００１－２０３０７６
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
本発明は、発光素子への酸素の到達、もしくは水分の到達を防止する構造とした発光装置
およびその作製方法を提供することを課題とする。また、乾燥材を封入することなく、少
ない工程数で発光素子を封止することも課題とする。
【０００９】
　また、本発明は、凹凸を有する基板もしくはフレキシブル基板を貼り合わせることが可
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能な貼り合わせ装置をも提供する。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　そこで、本発明は、発光素子の設けられた基板と透明な封止基板とを貼りあわせる構造
とし、２枚の基板を貼りあわせる際、画素領域は透明な第２のシール材で全面覆い、２枚
の基板間隔を保持するギャップ材（フィラー、微粒子など）を含む第１のシール材（第２
のシール材よりも粘度が高い）で囲み、第１のシール材と第２のシール材とで封止する構
造とする。
【００１１】
　上記第１のシール材のシールパターン形状をロの字状、コの字状、あるいはＵ字状に形
成し、粘度の低い第２のシール材を滴下して２枚の基板を貼りあわせた場合、角に気泡が
残る恐れがある。
【００１２】
　特に、基板がプラスチックのように柔らかくフィルム状のものは、気泡が生じやすい傾
向がある。
【００１３】
　また、第２のシール材１滴を中央部に滴下して２枚のフィルム基板を貼り合わせた場合
、同心円状に広がり、四隅にまで行き渡らせることが困難である。
【００１４】
　そこで、本発明は、第１のシール材のパターン形状をロの字状、コの字状、あるいはＵ
字状にすることなく、折り曲げ部のないパターン（ライン状）とし、角には気泡を逃がす
ための開口部（４箇所）を設け、第１のシール材に囲まれた中央部に多目の第２のシール
材１滴を滴下し、その周りに少な目の第２のシール材を数滴滴下する。
【００１５】
　開口部を設けることによって、粘度の低い第２のシール材を用いて２枚の基板を貼りあ
わせる際、角の開口部の方向に粘度の低い第２のシール材が押し出され、画素領域上に気
泡が混入することなく封止することができる。また、気泡が混入しないように封止側の基
板の表面は平坦性の優れた滑らかなものとすることが好ましい。
【００１６】
　特に、フィルム基板のように厚さの薄い基板を貼り付ける際に有用である。また、ガラ
ス基板から剥離した厚さの薄い被剥離層（基板のない状態）とフィルム基板との貼り合わ
せにも有用である。
【００１７】
　それぞれ同じ滴下量とし、複数滴の第２のシール材を滴下した実験では、中央部に滴下
した量が足りずに全面には広がらなかったり、周縁部に滴下した第２のシール材が広がり
すぎて基板の端面（または裏面）にまで達したりしていた。
【００１８】
　そこで、本発明は、第２のシール材が広がりすぎて基板の端面（または裏面）にまで達
してもよいように基板トレーまたは基板ステージの表面をテフロン（登録商標）やＤＬＣ
でコートして第２のシール材と接着しにくくする製造装置を提供する。或いは、基板トレ
ーまたは基板ステージそのものの材質を第２のシール材と接着しにくい材料で構成しても
よい。本発明の製造装置によって、第２のシール材の滴下量、滴下する位置、貼り合わせ
圧力などの貼り合わせ時の条件マージンが広がる。
【００１９】
　また、粘度の高い第１のシール材は、基板間隔をギャップ材で維持するとともに、粘度
の低い第２のシール材の平面形状を整える機能を果たしている。また、第１のシール材は
、基板を分断する際に目印にもなりうる。例えば、一枚の基板に複数のパネルを作製する
、いわゆる多面取りとする場合、この第１のシール材に沿って基板を分断すればよい。
【００２０】
　また、外部からの衝撃を受けた場合、一番負荷が掛かるのは、画素領域以外に配置され
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た第１のシール材（第１のシール材のみにギャップ材を有している）の箇所とすることが
でき、画素領域には負荷が掛からないようにすることができる。即ち、本発明の構成とす
ることによって、より一層、発光装置の機械的強度を丈夫なものとすることができる。
【００２１】
　また、発光素子は、第１のシール材と、第２のシール材と、基板とで封止されるため、
水分や酸素を効果的にブロッキングすることができる。なお、一対の基板を貼りあわせる
際、減圧または窒素雰囲気で行うことが望ましい。
【００２２】
本明細書で開示する発明の構成は、
　少なくとも一方が透光性である一対の基板間に、第１の電極と、該第１の電極上に接す
る有機化合物層と、該有機化合物層上に接する第２の電極とを有する発光素子を複数有す
る画素部を備えた発光装置の作製方法であって、
　一方の基板上に画素部を形成する工程と、
　もう一方の基板上に線形状の第１のシール材を描画する工程と、
　前記第１のシール材よりも粘度の低い第２のシール材を第１のシール材で囲まれた領域
内へ異なる滴下量で複数滴滴下する工程と、
　前記第１のシール材が前記画素部を囲むように配置され、且つ、少なくとも一対の前記
第１のシール材の間は、前記第２のシール材で充填されるように前記一対の基板を貼り合
わせる工程とを有することを特徴とする発光装置の作製方法である。
【００２３】
　また、上記構成において、前記第２のシール材は、少なくとも画素部の中央と、該中央
と一定の間隔を有して取り囲む位置とに滴下され、中央に滴下される滴下量は取り囲む位
置に滴下する滴下量より多いことを特徴としている。
【００２４】
　また、上記各構成において、前記第１のシール材は、少なくとも四隅に開口を有してい
ることを特徴としている。
【００２５】
また、上記各構成において、前記第１のシール材は、一対の基板間隔を保持するギャップ
材を含むことを特徴としている。
【００２６】
また、上記各構成において、前記第２のシール材は、前記開口で露出しており、露出して
いる前記第２のシール材の周縁は湾曲していることを特徴としている。
【００２７】
また、上記各構成において、前記第２のシール材は、前記開口で露出しており、露出して
いる前記第２のシール材の周縁は前記開口から突出していることを特徴としている。
【００２８】
　また、他の発明の構成は、
　少なくとも一方が透光性である一対の基板間に、第１の電極と、該第１の電極上に接す
る有機化合物層と、該有機化合物層上に接する第２の電極とを有する発光素子を複数有す
る画素部を備えた発光装置の作製方法であって、
　一方の基板上に画素部を形成する工程と、
　もう一方の基板上に線形状の第１のシール材を描画する工程と、
　前記第１のシール材よりも粘度の低い第２のシール材を第１のシール材で囲まれた領域
内へ異なる滴下量で複数滴滴下する工程と、
　前記第１のシール材が前記画素部を囲むように一対の基板を貼り合わせる際、加圧によ
り前記第２のシール材を広げて互いに対向する前記第１のシール材の間に充填させる工程
と、
前記第１のシール材と前記第２のシール材を硬化させる工程と、を有することを特徴とす
る発光装置の作製方法である。
【００２９】
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　また、上記構成において、前記第１のシール材と前記第２のシール材を硬化させる工程
は、紫外線を照射する工程、または加熱する工程であることを特徴としている。
【００３０】
　また、上記構成において、前記第１のシール材と前記第２のシール材を硬化させる工程
の後、前記第１のシール材に沿って一対の基板を分断する工程を有することを特徴として
いる。
【００３１】
　また、上記作製方法を実行する貼り合わせ装置も本発明の一つであり、本発明の製造装
置は、
一対の基板を所定の間隔でシール材を間に挟んで貼り合わせる基板貼りあわせ装置を備え
た製造装置であって、
対向して配置された２つの基板支持台と、
前記２つの支持台間を押圧してシール材を押しつぶす手段とを有し、
前記基板支持台は、フッ素系樹脂を含む膜で覆われていることを特徴とする製造装置であ
る。
【００３２】
　また、上記構成において、前記フッ素系樹脂を含む膜は、ポリテトラフルオロエチレン
、テトラフルオロエチレン－ヘキサフルオロプロピレン共重合体、ポリクロロトリフルオ
ロエチレン、テトラフルオロエチレン－エチレン共重合体、ポリビニルフルオライド、ポ
リビニリデンフルオライドから選ばれた一種であることを特徴としている。
【００３３】
　また、本発明の製造装置の他の構成は、一対の基板を所定の間隔でシール材を間に挟ん
で貼り合わせる基板貼りあわせ装置を備えた製造装置であって、
対向して配置された２つの基板支持台と、
前記２つの支持台間を押圧してシール材を押しつぶす手段とを有し、
両面テープで前記２つの基板支持台に前記基板がそれぞれ固定されていることを特徴とす
る製造装置である。
【００３４】
　また、上記構成において、光源を設けた基板貼りあわせ装置とし、前記２つの基板支持
台の少なくとも一方を光が透過する材料で構成して、一対の基板を貼り合わせた後、光源
から基板支持台を通過する光を照射してシール材を硬化させることを特徴としている。さ
らに、光の照射により接着力が低下する両面テープを用いて基板を固定した場合には、光
の照射によってシール材を硬化させると同時に基板支持台から両面テープを剥がすことが
できる。
【００３５】
　また、上記構成において、光源を設けた基板貼りあわせ装置とし、前記２つの基板支持
台の少なくとも一方を光が透過する材料で構成して、もう一方の基板支持台表面を光を反
射する鏡面とした構成としてもよい。こうすることによって、一方の基板支持台を通過し
、一対の基板を通過した光を反射させて再度シール材に照射することができる。
【００３６】
　また、上記構成において、前記２つの基板支持台の少なくとも一方は加熱手段を備えて
おり、一対の基板を貼り合わせた後、加熱によりシール材を硬化させることを特徴として
いる。さらに、加熱により接着力が低下する両面テープを用いて基板を固定した場合には
、加熱によってシール材を硬化させると同時に基板支持台から両面テープを剥がすことが
できる。
【００３７】
なお、発光素子（ＥＬ素子）は、電場を加えることで発生するルミネッセンス（Electro 
Luminescence）が得られる有機化合物を含む層（以下、ＥＬ層と記す）と、陽極と、陰極
とを有する。有機化合物におけるルミネッセンスには、一重項励起状態から基底状態に戻
る際の発光（蛍光）と三重項励起状態から基底状態に戻る際の発光（リン光）とがあるが
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、本発明により作製される発光装置は、どちらの発光を用いた場合にも適用可能である。
【００３８】
ＥＬ層を有する発光素子（ＥＬ素子）は一対の電極間にＥＬ層が挟まれた構造となってい
るが、ＥＬ層は通常、積層構造となっている。代表的には、「正孔輸送層／発光層／電子
輸送層」という積層構造が挙げられる。この構造は非常に発光効率が高く、現在、研究開
発が進められている発光装置は殆どこの構造を採用している。
【００３９】
　また、他にも陽極上に正孔注入層／正孔輸送層／発光層／電子輸送層、または正孔注入
層／正孔輸送層／発光層／電子輸送層／電子注入層の順に積層する構造も良い。発光層に
対して蛍光性色素等をドーピングしても良い。また、これらの層は、全て低分子系の材料
を用いて形成しても良いし、全て高分子系の材料を用いて形成しても良い。また、無機材
料を含む層を用いてもよい。なお、本明細書において、陰極と陽極との間に設けられる全
ての層を総称してＥＬ層という。したがって、上記正孔注入層、正孔輸送層、発光層、電
子輸送層及び電子注入層は、全てＥＬ層に含まれる。
【００４０】
　また、本発明の発光装置において、画面表示の駆動方法は特に限定されず、例えば、点
順次駆動方法や線順次駆動方法や面順次駆動方法などを用いればよい。代表的には、線順
次駆動方法とし、時分割階調駆動方法や面積階調駆動方法を適宜用いればよい。また、発
光装置のソース線に入力する映像信号は、アナログ信号であってもよいし、デジタル信号
であってもよく、適宜、映像信号に合わせて駆動回路などを設計すればよい。
【００４１】
　また、本発明は、アクティブマトリクス型の発光装置に限らず、パッシブマトリクス型
の発光装置にも適用できる。
【発明の効果】
【００４２】
　本発明により、一対の基板（特にフレキシブルなプラスチック基板）を貼り合せる際、
気泡を含むことなく、透明なシール材を充填することができる。従って、信頼性の高い発
光装置を得ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４３】
　本発明の実施形態について、以下に説明する。
【００４４】
　（実施の形態１）
　図１（Ａ）には、貼りあわせる前の封止基板（第２の基板１２）の上面図の一例を示し
ている。図１（Ａ）では一枚の基板から１つの画素部を有する発光装置を形成する例を示
している。
【００４５】
まず、第２の基板１２上にディスペンサーを用いて８本の第１シール材１６を形成した後
、第１シール材よりも粘度の低い第２シール材を複数滴滴下する。なお、滴下した状態で
の上面図が図１（Ａ）に相当する。
【００４６】
　次いで、発光素子が画素部１３、または駆動回路部１４、端子部１５が設けられた第１
の基板１１と貼りあわせる。一対の基板を貼り合せた直後の上面図を図１（Ｂ）に示す。
第１シール材の粘度は高いため、貼り合せた際には若干広がるが、第２シール材の粘度は
低いため、貼り合せた際、図１（Ｂ）に示すように、第２シール材は平面的に広がること
となる。第２シール材が、第１のシール材１６の間、即ち開口部に向かって図１（Ｂ）中
の矢印の方向に押し出されることによって、第１シール材１６の間に充填される領域に気
泡が存在しないようにすることができる。第１シール材１６は第２シール材１７ｂと接し
ても混ざることはなく、第１シール材１６は第２シール材１７ｂによって形成位置は変化
しない粘度を有している。
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【００４７】
また、第１シール材１６には、２枚の基板間隔を保持するギャップ材（フィラー、微粒子
など）を含ませている。また、第１のシール材１６は、それぞれ対称的に配置され、それ
ぞれ均一にバランスよく負荷がかかる構造となっているため、外部からの衝撃を均一に拡
散することができる。また、第１のシール材１６は、対称的な形状であり、且つ、それぞ
れ対称的に配置されているため、基板間隔をより一定に保つことができる。また、第１の
シール材１６は、基板平面におけるＸ方向またはＹ方向と平行に配置されている。
【００４８】
　また、貼りあわせる際、第２のシール材１７ａが押し出されて端子部の接続端子を覆わ
ないように、端子部において第１のシール材８６の間隔が狭い図１３（Ａ）に示すパター
ンとしてもよい。一対の基板を貼り合せた直後の上面図を図１３（Ｂ）に示す。さらに、
貼りあわせる際、第２のシール材１７ａが押し出されて基板端面からはみでないように第
１のシール材９６を基板端面に対して斜めに配置した図１４（Ａ）に示すパターンとして
もよい。一対の基板を貼り合せた直後の上面図を図１４（Ｂ）に示す。なお、図１３、お
よび図１４においては、図１と第１のシール材パターンが異なるだけであるので、他の同
一である部分は図１と同一の符号を用いている。
【００４９】
　また、貼り合わせ時のマージンを広げるため、第２のシール材が基板の端部まで広がっ
てもよいように図２に示す貼り合わせ装置で貼り合わせを行うことが好ましい。
【００５０】
図２（Ａ）は一対の基板を貼り合わせる前の断面図、図２（Ｂ）は貼り合わせ直後の断面
図、図２（Ｃ）は貼り合わせ後の断面図をそれぞれ示している。図２（Ａ）～図２（Ｃ）
中、２１は第１基板支持台、２２は第２基板支持台、２３はフッ素系樹脂膜、２４は上昇
ピンである。なお、図２において、図１と対応する部分は同一の符号を用いている。
【００５１】
図２に示した貼り合わせ装置は、テフロン（登録商標）で代表されるフッ素系樹脂膜がコ
ーティングされた第２基板支持台を用いている。第２のシール材との密着性がほとんどな
いフッ素系樹脂膜を第２基板支持台にコーティングすることで粘性の低い第２のシール材
が基板端面または基板裏面にまで達した場合でも第２基板支持台と第２の基板とが接着し
て剥がれなくなるということをなくすことができる。
【００５２】
　なお、第２基板支持台２２は、第２基板１２が固定できるように凹部が設けてあり、は
め込むことによって固定し、さらに、貼り付け後には取り出せるように上昇ピン２４が設
けてある。また、第１基板支持台２１は、第１基板が固定できるように固定手段（固定ピ
ンや真空チャック等）を備えている。また、第１基板支持台２１または第２基板支持台２
２には、硬化させるための加熱手段が備えられていてもよい。
【００５３】
（実施の形態２）
　実施の形態１では１枚の基板から１パネルを作製する例を示したが、ここでは、１枚の
基板から複数パネルを作製する多面取りを行う例を図３に示す。
【００５４】
　まず、不活性気体雰囲気で第２基板３１上にディスペンサ装置で第１シール材３１を所
定の位置に形成する。（図３（Ａ））半透明な第１シール材３１としてはフィラー（直径
６μｍ～２４μｍ）を含み、且つ、粘度３７０Ｐａ・ｓのものを用いる。また、簡単なシ
ールパターンであるので第１シール材３１は、印刷法で形成することもできる。
【００５５】
　次いで、第１シール材３１に囲まれた領域（ただし、少なくとも四隅が開口している）
に透明な第２シール材３３を滴下する。（図３（Ｂ））ここでは屈折率１．５０、粘度５
００ｃｐｓである高耐熱のＵＶエポキシ樹脂（エレクトロライト社製：２５００Ｃｌｅａ
ｒ）を用いる。
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【００５６】
　次いで、画素部３４が設けられた第１基板３５と、シール材が設けられた基板とを貼り
あわせる。（図３（Ｃ））なお、シール材によって一対の基板を貼りつける直前には真空
でアニールを行って脱気を行うことが好ましい。ここでは、第２のシール材３３を広げて
第１のシール材３２の間を充填させる。第１のシール材３２の形状および配置により気泡
が入ることなく第２のシール材３３を充填することができる。次いで、紫外線照射を行っ
て、第１のシール材３２および第２のシール材３３を硬化させる。なお、紫外線照射に加
えて、熱処理を行ってもよい。
【００５７】
　なお、第１基板３５は、プラスチック基板であり、プラスチック基板上には複数種類の
ＴＦＴがマトリクス状に形成され画素部を形成している。また、第２基板３１は、プラス
チック基板である。
【００５８】
　次いで、ロールカッターなどの切断装置を用いて第１基板３５を切断する。（図３（Ｄ
））こうして、１枚の基板から４つのパネルを作製することができる。
【００５９】
　また、図４に実施の形態１とは異なる貼り合わせ装置の例を示す。
【００６０】
　図４中、４１は第１基板支持台、４２は第２基板支持台、４３はフッ素系樹脂膜、４４
は台、４８は下側定盤、４９は光源である。なお、図４において、図３と対応する部分は
同一の符号を用いている。
【００６１】
　下側定盤４８は透光性を有する材料で構成されており、光源４９からの紫外光などを通
過させて第１シール材３２や第２シール材３３を硬化させる。また、効率よく光を照射で
きるように第１基板支持台の表面を鏡面として下側定盤４８を透過した光を反射させて再
度シール材に照射する構成としてもよい。また、封止基板となる第２の基板３１は予め、
所望のサイズに切断しておき、台４４上に並べる。なお、台４４として、ここではフッ素
系樹脂膜４３がコーティングされたガラス基板を用いる。貼り合わせ時には、第１基板支
持台と第２基板支持台とを下降させた後、圧力をかけて第１基板３５と第２基板３１を貼
り合わせ、図４（Ｂ）に示すようにそのまま紫外光を照射することによって硬化させる。
【００６２】
　図４に示す貼り合わせ装置においても、第２シール材３３が第２基板の端面、または裏
面にまで広がって硬化してもフッ素系樹脂膜４３がコーティングされているため、台４４
とは接着しない。
【００６３】
　また、図１５に図４とは異なる貼り合わせ装置の例を示す。
【００６４】
　図１５中、４１は第１基板支持台、４２は第２基板支持台、４４は台、４８は下側定盤
、４９は光源、６０、６１は両面テープである。図１５において、図４と同一の部分には
同一の符号を用いている。なお、図１５において、図３と対応する部分は同一の符号を用
いている。
【００６５】
図１５において、第１の基板３５は両面テープ６０で第１基板支持台４１と固定し、第２
の基板３１は、両面テープ６１で台４４とそれぞれ固定している。両面テープ６０，６１
は、紫外光などの光の照射によって接着力が低下するものを用いてもよいし、加熱によっ
て接着力が低下するものを用いてもよい。
【００６６】
　貼り合わせ時には、第１基板支持台と第２基板支持台とを下降させた後、圧力をかけて
第１基板３５と第２基板３１を貼り合わせ、図１５（Ｂ）に示すようにそのまま紫外光を
照射することによってシール材を硬化させる。紫外光を照射してシール材を硬化させる時
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、紫外光の照射によって接着力が低下する両面テープを用いていれば同時に接着力を低下
することができ、貼りあわせ工程が終了した後、支持台から簡単にパネルを取り外すこと
ができ、さらにパネルから両面テープを剥がすことができる。
【００６７】
　また、本実施の形態は、実施の形態１と自由に組み合わせることができる。
【００６８】
　以上の構成でなる本発明について、以下に示す実施例でもってさらに詳細な説明を行う
こととする。
【実施例１】
【００６９】
　　本実施例では、転写技術を用いてガラス基板上に形成した被剥離層をプラスチック基
板に貼り合わせる例を図５に示す。
【００７０】
ここでは、金属膜と酸化珪素膜を用いた剥離方法を用いる。
【００７１】
　まず、ガラス基板（第１の基板３００）上に素子を形成する。本実施例ではガラス基板
としてＡＮ１００を用いる。このガラス基板上にスパッタ法で金属膜３０１ａ、ここでは
タングステン膜（膜厚１０ｎｍ～２００ｎｍ、好ましくは５０ｎｍ～７５ｎｍ）を形成し
、さらに大気にふれることなく、酸化物膜３０２、ここでは酸化シリコン膜（膜厚１５０
ｎｍ～２００ｎｍ）を積層形成する。酸化物膜３０２の膜厚は、金属膜の膜厚の２倍以上
とすることが望ましい。なお、積層形成の際、金属膜３０１ａと酸化シリコン膜３０２と
の間にアモルファス状態の酸化金属膜（酸化タングステン膜）が２ｎｍ～５ｎｍ程度形成
される。後の工程で剥離する際、酸化タングステン膜中、または酸化タングステン膜と酸
化シリコン膜との界面、または酸化タングステン膜とタングステン膜との界面で分離が生
じる。
【００７２】
　また、タングステン（Ｗ）に代えて、モリブデン（Ｍｏ）、ＷＮ、ＴｉＮ、ＴｉＷから
選ばれた元素、または前記元素を主成分とする合金材料若しくは化合物材料からなる単層
、またはこれらの積層を用いてもよい。
【００７３】
なお、スパッタ法では基板端面に成膜されるため、基板端面に成膜されたタングステン膜
と酸化タングステン膜と酸化シリコン膜とをＯ2アッシングなどで選択的に除去すること
が好ましい。
【００７４】
次いで、ＰＣＶＤ法で下地絶縁膜となる酸化窒化シリコン膜（膜厚１００ｎｍ）を形成し
、さらに大気にふれることなく、水素を含むアモルファスシリコン膜（膜厚５４ｎｍ）を
積層形成する。なお、酸化窒化シリコン膜は、ガラス基板からのアルカリ金属などの不純
物拡散を防止するブロッキング層である。
【００７５】
　また、ＦＴ－ＩＲを用いて上記水素を含むアモルファスシリコン膜の水素濃度を測定し
たところ、Ｓｉ－Ｈは、１．０６×１０22（atoms／cm3）、Ｓｉ－Ｈ2は８．３４×１０1

9（atoms／cm3）であり、組成比における水素濃度を算出すると２１．５％であった。ま
た、ＰＣＶＤ法の成膜条件を変えて同様に水素濃度を算出したところ、組成比における水
素濃度は１６．４％、１７．１％、１９．０％が得られた。
【００７６】
　次いで、上記アモルファスシリコン膜を公知の技術（固相成長法、レーザー結晶化方法
、触媒金属を用いた結晶化方法など）により結晶化させて、ポリシリコン膜を活性層とす
るＴＦＴを用いる素子を形成する。本実施例では、触媒金属を用いた結晶化方法を用いて
ポリシリコン膜を得る。重量換算で１０ppmのニッケルを含む酢酸ニッケル塩溶液をスピ
ナーで塗布する。なお、塗布に代えてスパッタ法でニッケル元素を全面に散布する方法を
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用いてもよい。次いで、加熱処理を行い結晶化させて結晶構造を有する半導体膜（ここで
はポリシリコン層）を形成する。本実施例では熱処理（５００℃、１時間）の後、結晶化
のための熱処理（５５０℃、４時間）を行って結晶構造を有するシリコン膜を得る。
【００７７】
アモルファスシリコン膜は水素を含んでおり、加熱してポリシリコン膜を形成する場合、
結晶化させるため４１０℃以上の熱処理を行えば、ポリシリコン膜を形成すると同時に水
素の拡散を行うことができる。また、４００℃以上の熱処理を行うことで、アモルファス
状態の酸化金属膜が結晶化し、結晶構造を有する酸化金属膜３０１ｂが得られる。図６に
断面ＴＥＭ写真を示す。従って、４１０℃以上の加熱処理を行うことによって結晶構造を
有する酸化金属膜が形成され、水素の拡散が行われる。この４１０℃以上の熱処理が終了
した段階で、比較的小さな力（例えば、人間の手、ノズルから吹付けられるガスの風圧、
超音波等）を加えることによって、酸化タングステン膜中、または酸化タングステン膜と
酸化シリコン膜との界面、または酸化タングステン膜とタングステン膜との界面で分離を
生じさせることができる。なお、結晶構造を有する酸化金属膜が得られる温度の熱処理を
行うと酸化金属膜の膜厚は若干薄くなる。
【００７８】
　また、得られたポリシリコン膜を用いて、ＴＦＴを代表とする様々な素子（薄膜ダイオ
ード、シリコンのＰＩＮ接合からなる光電変換素子やシリコン抵抗素子やセンサ素子（代
表的にはポリシリコンを用いた感圧式指紋センサー）を形成することができる。また、結
晶化させずに４１０℃以上の熱処理を行った場合には、アモルファスシリコン膜を活性層
とするＴＦＴを用いる素子にも適用することができる。
【００７９】
次いで、結晶構造を有するシリコン膜表面の酸化膜を希フッ酸等で除去した後、結晶化率
を高め、結晶粒内に残される欠陥を補修するためのレーザー光（ＸｅＣｌ：波長３０８ｎ
ｍ）の照射を大気中、または酸素雰囲気中で行う。レーザー光には波長４００nm以下のエ
キシマレーザ光や、ＹＡＧレーザの第２高調波、第３高調波を用いる。ここでは、繰り返
し周波数１０～１０００Hz程度のパルスレーザー光を用い、当該レーザー光を光学系にて
１００～５００mJ/cm2に集光し、９０～９５％のオーバーラップ率をもって照射し、シリ
コン膜表面を走査させればよい。ここでは、繰り返し周波数３０Ｈｚ、エネルギー密度４
７０mJ/cm2でレーザー光の照射を大気中で行なった。なお、大気中、または酸素雰囲気中
で行うため、レーザー光の照射により表面に酸化膜が形成される。なお、ここではパルス
レーザーを用いた例を示したが、連続発振のレーザーを用いてもよく、非晶質半導体膜の
結晶化に際し、大粒径に結晶を得るためには、連続発振が可能な固体レーザを用い、基本
波の第２高調波～第４高調波を適用するのが好ましい。代表的には、Ｎｄ:ＹＶＯ4レーザ
ー（基本波１０６４nm）の第２高調波（５３２nm）や第３高調波（３５５ｎｍ）を適用す
ればよい。連続発振のレーザーを用いる場合には、出力１０Ｗの連続発振のＹＶＯ4レー
ザから射出されたレーザ光を非線形光学素子により高調波に変換する。また、共振器の中
にＹＶＯ4結晶と非線形光学素子を入れて、高調波を射出する方法もある。そして、好ま
しくは光学系により照射面にて矩形状または楕円形状のレーザ光に成形して、被処理体に
照射する。このときのエネルギー密度は０．０１～１００ＭＷ／ｃｍ2程度（好ましくは
０．１～１０ＭＷ／ｃｍ2）が必要である。そして、１０～２０００ｃｍ／ｓ程度の速度
でレーザ光に対して相対的に半導体膜を移動させて照射すればよい。
【００８０】
次いで、上記レーザー光の照射により形成された酸化膜に加え、オゾン水で表面を１２０
秒処理して合計１～５ｎｍの酸化膜からなるバリア層を形成する。このバリア層は、結晶
化させるために添加したニッケルを膜中から除去するために形成する。本実施例ではオゾ
ン水を用いてバリア層を形成したが、酸素雰囲気下の紫外線の照射で結晶構造を有する半
導体膜の表面を酸化する方法や酸素プラズマ処理により結晶構造を有する半導体膜の表面
を酸化する方法やプラズマＣＶＤ法やスパッタ法や蒸着法などで１～１０ｎｍ程度の酸化
膜を堆積してバリア層を形成してもよい。また、バリア層を形成する前にレーザー光の照
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射により形成された酸化膜を除去してもよい。
【００８１】
次いで、バリア層上にスパッタ法にてゲッタリングサイトとなるアルゴン元素を含む非晶
質シリコン膜を１０ｎｍ～４００ｎｍ、ここでは膜厚１００ｎｍで成膜する。本実施例で
は、アルゴン元素を含む非晶質シリコン膜は、シリコンターゲットを用いてアルゴンを含
む雰囲気下で形成する。プラズマCVD法を用いてアルゴン元素を含む非晶質シリコン膜を
形成する場合、成膜条件は、モノシランとアルゴンの流量比（ＳｉＨ4：Ａｒ）を１：９
９とし、成膜圧力を６．６６５Ｐａ（０．０５Ｔｏｒｒ）とし、ＲＦパワー密度を０．０
８７Ｗ／ｃｍ2とし、成膜温度を３５０℃とする。
【００８２】
その後、６５０℃に加熱された炉に入れて３分の熱処理を行いゲッタリングして、結晶構
造を有する半導体膜中のニッケル濃度を低減する。炉に代えてランプアニール装置を用い
てもよい。
【００８３】
次いで、バリア層をエッチングストッパーとして、ゲッタリングサイトであるアルゴン元
素を含む非晶質シリコン膜を選択的に除去した後、バリア層を希フッ酸で選択的に除去す
る。なお、ゲッタリングの際、ニッケルは酸素濃度の高い領域に移動しやすい傾向がある
ため、酸化膜からなるバリア層をゲッタリング後に除去することが望ましい。
【００８４】
　なお、触媒元素を用いて結晶化を行わない場合には、上述したバリア層の形成、ゲッタ
リングサイトの形成、ゲッタリングのための熱処理、ゲッタリングサイトの除去、バリア
層の除去などの工程は不要である。
【００８５】
　次いで、得られた結晶構造を有するシリコン膜（ポリシリコン膜とも呼ばれる）の表面
にオゾン水で薄い酸化膜を形成した後、レジストからなるマスクを形成し、所望の形状に
エッチング処理して島状に分離された半導体層を形成する。半導体層を形成した後、レジ
ストからなるマスクを除去する。
【００８６】
　次いで、フッ酸を含むエッチャントで酸化膜を除去すると同時にシリコン膜の表面を洗
浄した後、ゲート絶縁膜となる珪素を主成分とする絶縁膜を形成する。本実施例では、プ
ラズマＣＶＤ法により１１５ｎｍの厚さで酸化窒化シリコン膜（組成比Ｓｉ＝３２％、Ｏ
＝５９％、Ｎ＝７％、Ｈ＝２％）で形成する。
【００８７】
　次いで、ゲート絶縁膜上にゲート電極を形成し、活性層へのドーピングによるソース領
域またはドレイン領域の形成、層間絶縁膜の形成、ソース電極またはドレイン電極の形成
、活性化処理などを適宜行ってポリシリコン膜を活性層とするトップゲート型ＴＦＴ３０
３を作製する。なお、図５では画素部における電流制御用ＴＦＴのみを図示したが、スイ
ッチング用ＴＦＴや、画素部を駆動する駆動回路も同一基板上に形成する。
【００８８】
　次いで、一対の電極（陽極、陰極）間に有機化合物を含む膜（以下、「有機化合物層」
と記す）を設け、一対の電極間に電界を加えることで、蛍光又は燐光が得られる発光素子
を形成するための第１の電極を形成する。まず、陽極または陰極となる第１の電極３０４
を形成する。ここでは第１の電極３０４として仕事関数の大きい金属膜（Ｃｒ、Ｐｔ、Ｗ
など）、または透明導電膜（ＩＴＯ（酸化インジウム酸化スズ合金）、酸化インジウム酸
化亜鉛合金（Ｉｎ2Ｏ3―ＺｎＯ）、酸化亜鉛（ＺｎＯ）等）を用い、陽極として機能させ
る例を示す。
【００８９】
なお、ＴＦＴのソース電極またはドレイン電極をそのまま第１電極とする場合、またはソ
ース領域またはドレイン領域に接して第１電極を別途形成する場合には、ＴＦＴとは第１
電極を含める。
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【００９０】
次いで、第１電極（陽極）の両端には、第１電極の周縁を囲むように隔壁（バンク、障壁
、土手などと呼ばれる）３０５ａを形成する。カバレッジを良好なものとするため、隔壁
の上端部または下端部に曲率を有する曲面が形成されるようにする。例えば、隔壁の材料
としてポジ型の感光性アクリルを用いた場合、隔壁の上端部のみに曲率半径（０．２μｍ
～３μｍ）を有する曲面を持たせることが好ましい。また、隔壁３０５ａとして、感光性
の光によってエッチャントに不溶解性となるネガ型、或いは光によってエッチャントに溶
解性となるポジ型のいずれも使用することができる。
【００９１】
　また、複数の有機樹脂を積層する場合、有機樹脂同士では使用している溶媒によって塗
布または焼成時に一部溶解したり、密着性が高くなりすぎる恐れがある。従って、隔壁の
材料として有機樹脂を用いた場合、後の工程で水溶性樹脂を塗布した後に除去しやすくな
るように隔壁３０５ａを無機絶縁膜（ＳｉＮX膜、ＳｉＮXＯY膜、ＡｌＮX膜、またはＡｌ
ＮXＯY膜）で覆うことが好ましい。この無機絶縁膜は、隔壁の一部３０５ｂとして機能す
る。（図５（Ａ））
【００９２】
　次いで、水またはアルコール類に可溶な接着材を全面に塗布、焼成する。この接着材の
組成としては、例えば、エポキシ系、アクリレート系、シリコーン系等いかなるものでも
よい。ここではスピンコートで水溶性樹脂（東亜合成製：ＶＬ－ＷＳＨＬ１０）からなる
膜（膜厚３０μｍ）３０６を塗布し、仮硬化させるために２分間の露光を行ったあと、Ｕ
Ｖ光を裏面から２．５分、表面から１０分、合計１２．５分の露光を行って本硬化させる
。（図５（Ｂ））この水溶性樹脂膜は平坦化膜として機能し、後の基板貼り合わせの際、
平坦化膜表面と基板面がほぼ平行になるように接着させることができる。この水溶性樹脂
膜を用いない場合、圧着した時に電極やＴＦＴによる凸凹が生じる恐れがある。
【００９３】
　次いで、後の剥離を行いやすくするために、金属膜３０１ａと金属酸化膜３０１ｂとの
密着性、或いは金属酸化膜３０１ｂと酸化物膜３０２との密着性を部分的に低下させる処
理を行う。密着性を部分的に低下させる処理は、剥離しようとする領域の周縁に沿って金
属酸化膜３０１ｂにレーザー光を部分的に照射する処理、或いは、剥離しようとする領域
の周縁に沿って外部から局所的に圧力を加えて金属酸化膜３０１ｂの層内または界面の一
部分に損傷を与える処理である。具体的にはダイヤモンドペンなどで硬い針を垂直に押し
つけて荷重をかけて動かせばよい。好ましくは、スクライバー装置を用い、押し込み量を
０．１ｍｍ～２ｍｍとし、圧力をかけて動かせばよい。このように、剥離を行う前に剥離
現象が生じやすくなるような部分、即ち、きっかけをつくることが重要であり、密着性を
選択的（部分的）に低下させる前処理を行うことで、剥離不良がなくなり、さらに歩留ま
りも向上する。
【００９４】
　次いで、両面テープ３０７を用い、水溶性樹脂からなる膜３０６に第２の基板３０８を
貼り付ける。さらに、両面テープ３０９を用い、第１の基板３００に第３の基板３１０を
貼り付ける。（図５（Ｃ））第３の基板３１０は、後の剥離工程で第１の基板３００が破
損することを防ぐ。第２の基板３０８および第３の基板３１０としては、第１の基板３０
０よりも剛性の高い基板、例えば石英基板、半導体基板を用いることが好ましい。なお、
両面テープではなく、接着材を用いてもよく、例えば紫外線照射によって剥離する接着材
を用いればよい。
【００９５】
　次いで、上記密着性を部分的に低下させた領域側から剥離させ、金属膜３０１ａが設け
られている第１の基板３００を物理的手段により引き剥がす。比較的小さな力（例えば、
人間の手、ノズルから吹付けられるガスの風圧、超音波等）で引き剥がすことができる。
こうして、酸化シリコン層３０２上に形成された被剥離層を第１の基板３００から分離す
ることができる。剥離後の状態を図５（Ｄ）に示す。なお、剥離後の第１の基板３００の
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断面ＴＥＭ写真を図７に示す。なお、図７は、図６とは異なる箇所のＴＥＭ写真であり対
応していない。図７に示すように部分的に酸化タングステン膜が薄い部分や、完全にない
部分がある。被剥離層に酸化タングステン膜が部分的に残るが透明であるため、除去しな
くてもよいし、除去してもよい。本実施例では除去する。
【００９６】
　また、上述した剥離方法を用いれば、ガラス基板上でなければ得られないような電気特
性（代表的には電界効果移動度）の高いＴＦＴをそのままプラスチック基板上に転写する
ことができる。
【００９７】
　次いで、接着材３１１で第４の基板３１２と酸化物層３０２（及び被剥離層）とを接着
する。（図５（Ｅ））接着材３１１は、両面テープ３０７による第２の基板３０８と被剥
離層との密着性よりも酸化物層３０２（及び被剥離層）と第４の基板との密着性のほうが
高いことが重要である。
【００９８】
　第４の基板３１２としては、プラスチック基板（極性基のついたノルボルネン樹脂から
なるＡＲＴＯＮ：ＪＳＲ製）を用いる。また、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）、
ポリエーテルスルホン（ＰＥＳ）、ポリエチレンナフタレート（ＰＥＮ）、ポリカーボネ
ート（ＰＣ）、ナイロン、ポリエーテルエーテルケトン（ＰＥＥＫ）、ポリスルホン（Ｐ
ＳＦ）、ポリエーテルイミド（ＰＥＩ）、ポリアリレート（ＰＡＲ）、ポリブチレンテレ
フタレート（ＰＢＴ）、ポリイミドなどのプラスチック基板を用いることができる。
【００９９】
接着材３１１としては、反応硬化型接着剤、熱硬化型接着剤、紫外線硬化型接着剤等の光
硬化型接着剤、嫌気型接着剤などの各種硬化型接着剤が挙げられる。
【０１００】
　次いで、両面テープ３０７から第２の基板３０８を分離させる。（図５（Ｆ））
【０１０１】
　次いで、両面テープ３０７を剥がす。（図５（Ｇ））
【０１０２】
　次いで、水を用いて水溶性樹脂３０６を溶かして除去する。（図５（Ｈ））ここで水溶
性樹脂が残っていると不良の原因となるため、第１の電極３０４の表面を洗浄処理やＯ2

プラズマ処理で清浄な表面とすることが好ましい。
【０１０３】
　次いで、必要であれば、多孔質なスポンジ（代表的にはＰＶＡ（ポリビニルアルコール
）製、ナイロン製）に界面活性剤（弱アルカリ性）を含ませ、第１の電極３０４表面を擦
って洗浄する。
【０１０４】
　次いで、有機化合物を含む層３１３を形成する直前に、ＴＦＴ及び隔壁が設けられた基
板全体の吸着水分を除去するための真空加熱を行う。さらに有機化合物を含む層を形成す
る直前に、第１電極に対して紫外線照射を行ってもよい。
【０１０５】
　次いで、第１電極（陽極）上に、蒸着マスクを用いた蒸着法、またはインクジェット法
によって有機化合物を含む層３１３を選択的に形成する。有機化合物を含む層３１３とし
ては、高分子材料、低分子材料、無機材料、またはこれらを混合させた層、またはこれら
を分散させた層、またはこれらの層を適宜組み合わせた積層とすればよい。
【０１０６】
さらに、有機化合物を含む層上には第２電極（陰極）３１４を形成する。（図５（Ｉ））
陰極３１４としては、仕事関数の小さい材料（Ａｌ、Ａｇ、Ｌｉ、Ｃａ、またはこれらの
合金ＭｇＡｇ、ＭｇＩｎ、ＡｌＬｉ、ＣａＦ2、またはＣａＮ）の薄膜（発光を透過する
膜厚）と透明導電膜との積層を用いればよい。また、必要であれば、第２電極を覆ってス
パッタ法または蒸着法により形成する保護層を形成する。保護層としてはスパッタ法また
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はＣＶＤ法により得られる窒化珪素膜、酸化珪素膜、酸化窒化珪素膜（ＳｉＮＯ膜（組成
比Ｎ＞Ｏ）またはＳｉＯＮ膜（組成比Ｎ＜Ｏ））、炭素を主成分とする薄膜（例えばＤＬ
Ｃ膜、ＣＮ膜）を用いることができる。
【０１０７】
　次いで、封止材となる第５の基板３１４に一対の基板間隔を保持するギャップ材が含ま
れたシール材（図示しない）を図１に示した第１のシール材のパターンに描画する。本実
施例は発光素子の発光を第５の基板３１４に透過させる例であるので、第５の基板３１４
としては透光性を有する基板であればよい。ここでは熱膨張係数を同じにして反りを防ぐ
ため、第４の基板と同じプラスチック基板（ＡＲＴＯＮ：ＪＳＲ製）を用いる。ＡＲＴＯ
Ｎ基板は複屈折しにくく、吸水性が低い基板であり、第５の基板として適している。プラ
スチック基板を用いる場合、第１のシール材のパターンに描画する前にプラスチック基板
とシール材の密着性を上げる前処理（エタノール拭き、ＵＶ照射、Ｏ２プラズマ処理など
）を行うことが好ましい。
【０１０８】
次いで、実施の形態１に従って粘性の低いシール材を数滴滴下し、図２または図４の貼り
合わせ装置を用いて気泡を発生させることなく、封止基板とアクティブマトリクス基板と
を貼り合わせる。図２または図４の貼り合わせ装置は、特に柔らかいプラスチック基板同
士を貼り合わせる際に有用である。また、粘性の低いシール材を数滴滴下する方法も柔ら
かいプラスチック基板同士を貼り合わせる際に有用である。この貼り合わせ工程により、
封止基板に設けられたシールパターンがアクティブマトリクス基板に設けられた発光領域
を囲む位置になるように封止される。また、シール材に囲まれた空間には透明な有機樹脂
からなる接着材３１５が充填されるように封止される。（図５（Ｊ））
【０１０９】
　以上の工程でプラスチック基板３１２と、プラスチック基板３１４とを支持体とし、Ｔ
ＦＴと発光素子とを備えた発光装置を作製することができる。支持体をプラスチック基板
としているため薄く、軽量、且つ、フレキシブルなものとすることができる。図８に指で
曲げながら画面を表示させたアクティブマトリクス型の発光装置を示す。図８で示した発
光装置は、本実施例の作製方法に従って得られたものである。
【０１１０】
　ここで、下面出射構造の発光装置の一例を図９に示す。
【０１１１】
なお、図９（Ａ）は、発光装置を示す上面図、図９（Ｂ）は図９（Ａ）をＡ－Ａ’で切断
した断面図である。点線で示された１２０１はソース信号線駆動回路、１２０２は画素部
、１２０３はゲート信号線駆動回路である。また、１２０４はプラスチック基板（ＡＲＴ
ＯＮ）、１２０５は一対の基板間隔を保持するためのギャップ材が含有されているシール
材であり、シール材１２０５で囲まれた内側は、シール材１２０７で充填されている。
【０１１２】
　なお、１２０８はソース信号線駆動回路１２０１及びゲート信号線駆動回路１２０３に
入力される信号を伝送するための配線であり、外部入力端子となるＦＰＣ（フレキシブル
プリントサーキット）１２０９からビデオ信号やクロック信号を受け取る。
【０１１３】
　次に、断面構造について図９（Ｂ）を用いて説明する。透光性を有する基板１２１０上
には接着材１２４０を介して駆動回路及び画素部が形成されているが、ここでは、駆動回
路としてソース信号線駆動回路１２０１と画素部１２０２が示されている。なお、ソース
信号線駆動回路１２０１はｎチャネル型ＴＦＴ１２２３とｐチャネル型ＴＦＴ１２２４と
を組み合わせたＣＭＯＳ回路が形成される。
【０１１４】
　また、画素部１２０２はスイッチング用ＴＦＴ１２１１と、電流制御用ＴＦＴ１２１２
とそのドレインに電気的に接続された透明な導電膜からなる第１の電極（陽極）１２１３
を含む複数の画素により形成される。
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【０１１５】
　ここでは第１の電極１２１３が接続電極と一部重なるように形成され、第１の電極１２
１３はＴＦＴのドレイン領域と接続電極を介して電気的に接続している構成となっている
。第１の電極１２１３は透明性を有し、且つ、仕事関数の大きい導電膜（ＩＴＯ（酸化イ
ンジウム酸化スズ合金）、酸化インジウム酸化亜鉛合金（Ｉｎ2Ｏ3―ＺｎＯ）、酸化亜鉛
（ＺｎＯ）等）を用いることが望ましい。
【０１１６】
また、第１の電極（陽極）１２１３の両端には絶縁物（バンク、隔壁、障壁、土手などと
呼ばれる）１２１４が形成される。カバレッジを良好なものとするため、絶縁物１２１４
の上端部または下端部に曲率を有する曲面が形成されるようにする。また、絶縁物１２１
４を窒化アルミニウム膜、窒化酸化アルミニウム膜、炭素を主成分とする薄膜、または窒
化珪素膜からなる保護膜で覆ってもよい。
【０１１７】
　また、第１の電極（陽極）１２１３上には、蒸着マスクを用いた蒸着法、またはインク
ジェット法によって有機化合物を含む層１２１５を選択的に形成する。さらに、有機化合
物を含む層１２１５上には第２の電極（陰極）１２１６が形成される。陰極としては、仕
事関数の小さい材料（Ａｌ、Ａｇ、Ｌｉ、Ｃａ、またはこれらの合金ＭｇＡｇ、ＭｇＩｎ
、ＡｌＬｉ、ＣａＦ2、またはＣａＮ）を用いればよい。こうして、第１の電極（陽極）
１２１３、有機化合物を含む層１２１５、及び第２の電極（陰極）１２１６からなる発光
素子１２１８が形成される。発光素子１２１８は、図９中に示した矢印方向に発光する。
ここでは発光素子１２１８はＲ、Ｇ、或いはＢの単色発光が得られる発光素子の一つであ
り、Ｒ、Ｇ、Ｂの発光が得られる有機化合物を含む層をそれぞれ選択的に形成した３つの
発光素子でフルカラーとする。
【０１１８】
また、発光素子１２１８を封止するために保護層１２１７を形成する。この透明保護層１
２１７としてはスパッタ法（ＤＣ方式やＲＦ方式）やＰＣＶＤ法により得られる窒化珪素
または窒化酸化珪素を主成分とする絶縁膜、または炭素を主成分とする薄膜（ＤＬＣ膜、
ＣＮ膜など）、またはこれらの積層を用いることが好ましい。シリコンターゲットを用い
、窒素とアルゴンを含む雰囲気で形成すれば、水分やアルカリ金属などの不純物に対して
ブロッキング効果の高い窒化珪素膜が得られる。また、窒化シリコンターゲットを用いて
もよい。また、保護層は、リモートプラズマを用いた成膜装置を用いて形成してもよい。
【０１１９】
　また、発光素子１２１８を封止するために不活性気体雰囲気下で第１シール材１２０５
、第２シール材１２０７でプラスチック基板１２０４を貼り合わせる。なお、第１シール
材１２０５としてはフィラーを含む粘性の高いエポキシ系樹脂を用いるのが好ましい。ま
た、第２シール材１２０７としては透光性が高く、且つ、粘性の低いエポキシ系樹脂を用
いるのが好ましい。また、シール材１２０５、１２０７はできるだけ水分や酸素を透過し
ない材料であることが望ましい。
【０１２０】
　また、基板１２１０は、ＴＦＴを形成した後に貼り付けたプラスチック基板（ＡＲＴＯ
Ｎ）である。なお、基板１２１０を貼り付ける前の基板は、上述した剥離法で剥離されて
いる。
【０１２１】
なお、ここでは酸化タングステン膜の界面付近で剥離する方法を用いたが、特に限定され
ず、例えば、第１の基板に水素を含むアモルファスシリコン膜を成膜した後にレーザー光
を照射して分離する方法を用いてもよいし、第１の基板を溶液やガスを用いてエッチング
または機械的に削る方法を用いてもよい。
【０１２２】
　また、本実施例は実施の形態１または実施の形態２と自由に組み合わせることができる
。
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【実施例２】
【０１２３】
　実施例１ではプラスチック基板を貼り合わせる例を示したが、他の基板の貼り合わせに
も本発明は適用できる。本実施例では、ガラス基板上に、有機化合物層を発光層とする発
光素子を備えた発光装置（上面出射構造）を作製する例を図１０に示す。
【０１２４】
　従来の発光装置において、基板上の電極が陽極として形成され、陽極上に有機化合物層
が形成され、有機化合物層上に陰極が形成される発光素子を有し、有機化合物層において
生じた光を透明電極である陽極からＴＦＴの方へ取り出す（以下、下面出射構造とよぶ）
という構造であった。
【０１２５】
　上記下面出射構造では、発光素子に封止缶を被せることが可能であるが、基板上電極を
陽極として形成し、陽極上に有機化合物を含む層を形成し、有機化合物を含む層上に透明
電極である陰極を形成するという構造（以下、上面出射構造とよぶ）とする場合には、光
を遮断する材料で形成された封止缶を適用することができない。また、上面出射構造では
、画素部上に乾燥剤を配置すると、表示の邪魔になる。また、吸湿しないようにするため
、乾燥剤の取り扱いに細心の注意が必要であり、封入する際には素早く作業をする必要が
あった。
【０１２６】
　下面出射構造に比べて、上面出射構造は、有機化合物を含む層から発光する光が通過す
る材料層を少なくでき、屈折率の異なる材料層間での迷光を抑えることができる。
【０１２７】
　本実施例では、ガラス基板１１０４とガラス基板１１１０とを貼り合わせる際に実施の
形態１または実施の形態２の貼り合わせ方法および貼り合わせ装置を用いる。
【０１２８】
なお、図１０（Ａ）は、発光装置を示す上面図、図１０（Ｂ）は図１０（Ａ）をＡ－Ａ’
で切断した断面図である。点線で示された１１０１はソース信号線駆動回路、１１０２は
画素部、１１０３はゲート信号線駆動回路である。また、１１０４は透明な封止基板、１
１０５は第１のシール材であり、第１のシール材１１０５で囲まれた内側は、透明な第２
のシール材１１０７で充填されている。なお、第１のシール材１１０５には基板間隔を保
持するためのギャップ材が含有されている。
【０１２９】
　なお、１１０８はソース信号線駆動回路１１０１及びゲート信号線駆動回路１１０３に
入力される信号を伝送するための配線であり、外部入力端子となるＦＰＣ（フレキシブル
プリントサーキット）１１０９からビデオ信号やクロック信号を受け取る。なお、ここで
はＦＰＣしか図示されていないが、このＦＰＣにはプリント配線基盤（ＰＷＢ）が取り付
けられていても良い。
【０１３０】
　次に、断面構造について図１０（Ｂ）を用いて説明する。ガラス基板１１１０上には積
層膜１１５０、接着材１１４０を介して駆動回路及び画素部が形成されているが、ここで
は、駆動回路としてソース信号線駆動回路１１０１と画素部１１０２が示されている。
【０１３１】
　なお、ソース信号線駆動回路１１０１はｎチャネル型ＴＦＴ１１２３とｐチャネル型Ｔ
ＦＴ１１２４とを組み合わせたＣＭＯＳ回路が形成される。なお、実施例１に従って、こ
れらのＴＦＴを得ることもできる。また、駆動回路を形成するＴＦＴは、公知のＣＭＯＳ
回路、ＰＭＯＳ回路もしくはＮＭＯＳ回路で形成しても良い。また、本実施例では、基板
上に駆動回路を形成したドライバー一体型を示すが、必ずしもその必要はなく、基板上で
はなく外部に形成することもできる。また、ポリシリコン膜を活性層とするＴＦＴの構造
は特に限定されず、トップゲート型ＴＦＴであってもよいし、ボトムゲート型ＴＦＴであ
ってもよい。
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【０１３２】
　また、画素部１１０２はスイッチング用ＴＦＴ１１１１と、電流制御用ＴＦＴ１１１２
とそのドレインに電気的に接続された第１の電極（陽極）１１１３を含む複数の画素によ
り形成される。電流制御用ＴＦＴ１１１２としてはｎチャネル型ＴＦＴであってもよいし
、ｐチャネル型ＴＦＴであってもよいが、陽極と接続させる場合、ｐチャネル型ＴＦＴと
することが好ましい。また、保持容量（図示しない）を適宜設けることが好ましい。なお
、ここでは無数に配置された画素のうち、一つの画素の断面構造のみを示し、その一つの
画素に２つのＴＦＴを用いた例を示したが、３つ、またはそれ以上のＴＦＴを適宜、用い
てもよい。
【０１３３】
　ここでは第１の電極１１１３がＴＦＴのドレインと直接接している構成となっているた
め、第１の電極１１１３の下層はシリコンからなるドレインとオーミックコンタクトのと
れる材料層とし、有機化合物を含む層と接する最上層を仕事関数の大きい材料層とするこ
とが望ましい。例えば、窒化チタン膜とアルミニウムを主成分とする膜と窒化チタン膜と
の３層構造とすると、配線としての抵抗も低く、且つ、良好なオーミックコンタクトがと
れ、且つ、陽極として機能させることができる。また、第１の電極１１１３は、窒化チタ
ン膜、クロム膜、タングステン膜、Ｚｎ膜、Ｐｔ膜などの単層としてもよいし、３層以上
の積層を用いてもよい。
【０１３４】
また、第１の電極（陽極）１１１３の両端には絶縁物（バンク、隔壁、障壁、土手などと
呼ばれる）１１１４が形成される。絶縁物１１１４は有機樹脂膜もしくは珪素を含む絶縁
膜で形成すれば良い。ここでは、絶縁物１１１４として、ポジ型の感光性アクリル樹脂膜
を用いて図１０に示す形状の絶縁物を形成する。
【０１３５】
カバレッジを良好なものとするため、絶縁物１１１４の上端部または下端部に曲率を有す
る曲面が形成されるようにする。例えば、絶縁物１１１４の材料としてポジ型の感光性ア
クリルを用いた場合、絶縁物１１１４の上端部のみに曲率半径（０．２μｍ～３μｍ）を
有する曲面を持たせることが好ましい。また、絶縁物１１１４として、感光性の光によっ
てエッチャントに不溶解性となるネガ型、或いは光によってエッチャントに溶解性となる
ポジ型のいずれも使用することができる。
【０１３６】
　また、絶縁物１１１４を窒化アルミニウム膜、窒化酸化アルミニウム膜、炭素を主成分
とする薄膜、または窒化珪素膜からなる保護膜で覆ってもよい。
【０１３７】
　また、第１の電極（陽極）１１１３上には、蒸着マスクを用いた蒸着法、またはインク
ジェット法によって有機化合物を含む層１１１５を選択的に形成する。さらに、有機化合
物を含む層１１１５上には第２の電極（陰極）１１１６が形成される。陰極としては、仕
事関数の小さい材料（Ａｌ、Ａｇ、Ｌｉ、Ｃａ、またはこれらの合金ＭｇＡｇ、ＭｇＩｎ
、ＡｌＬｉ、ＣａＦ2、またはＣａＮ）を用いればよい。ここでは、発光が透過するよう
に、第２の電極（陰極）１１１６として、膜厚を薄くした金属薄膜を形成し、その上に透
明導電膜（ＩＴＯ（酸化インジウム酸化スズ合金）、酸化インジウム酸化亜鉛合金（Ｉｎ

2Ｏ3―ＺｎＯ）、酸化亜鉛（ＺｎＯ）等）などを積層する。なお、この透明導電膜は電気
抵抗を下げるために形成している。こうして、第１の電極（陽極）１１１３、有機化合物
を含む層１１１５、及び第２の電極（陰極）１１１６からなる発光素子１１１８が形成さ
れる。ここでは発光素子１１１８は白色発光とする例であるので着色層１１３１と遮光層
（ＢＭ）１１３２からなるカラーフィルター（簡略化のため、ここではオーバーコート層
は図示しない）を設けている。
【０１３８】
　また、Ｒ、Ｇ、Ｂの発光が得られる有機化合物を含む層をそれぞれ選択的に形成すれば
、カラーフィルターを用いなくともフルカラーの表示を得ることができる。
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【０１３９】
また、発光素子１１１８を封止するために透明保護層１１１７を形成する。この透明保護
層１１１７としてはスパッタ法（ＤＣ方式やＲＦ方式）やＰＣＶＤ法により得られる窒化
珪素または窒化酸化珪素を主成分とする絶縁膜、炭素を主成分とする薄膜（ＤＬＣ膜、Ｃ
Ｎ膜など）、またはこれらの積層を用いることが好ましい。シリコンターゲットを用い、
窒素とアルゴンを含む雰囲気で形成すれば、水分やアルカリ金属などの不純物に対してブ
ロッキング効果の高い窒化珪素膜が得られる。また、窒化シリコンターゲットを用いても
よい。また、透明保護層は、リモートプラズマを用いた成膜装置を用いて形成してもよい
。また、透明保護層に発光を通過させるため、透明保護層の膜厚は、可能な限り薄くする
ことが好ましい。
【０１４０】
　また、発光素子１１１８を封止するために不活性気体雰囲気下で第１シール材１１０５
、第２シール材１１０７により封止基板１１０４を貼り合わせる。なお、第１シール材１
１０５、第２シール材１１０７としてはエポキシ系樹脂を用いるのが好ましい。また、第
１シール材１１０５、第２シール材１１０７はできるだけ水分や酸素を透過しない材料で
あることが望ましい。
【０１４１】
　以上のようにして発光素子を第１シール材１１０５、第２シール材１１０７に封入する
ことにより、発光素子を外部から完全に遮断することができ、外部から水分や酸素といっ
た有機化合物層の劣化を促す物質が侵入することを防ぐことができる。
【０１４２】
　また、本実施例は、実施の形態１、実施の形態２、または実施例１のいずれか一と自由
に組み合わせることができる。
【実施例３】
【０１４３】
本実施例では、実施の形態１とは異なるシールパターンとした例を図１１に示す。
【０１４４】
　図１１（Ａ）には、貼りあわせる前の封止基板（第２の基板７２）の上面図の一例を示
している。図１１（Ａ）では一枚の基板から１つの画素部を有する発光装置を形成する例
を示している。
【０１４５】
まず、プラスチック基板である第２の基板７２上にディスペンサーを用いて６本の第１シ
ール材７６を形成した後、第１シール材よりも粘度の低い第２シール材を複数滴滴下する
。端子部には広がらないように第１シール材７６を配置する。なお、滴下した状態での上
面図が図１１（Ａ）に相当する。なお、予めプラスチック基板である第２の基板７２は所
望のサイズにしておく。
【０１４６】
　次いで、発光素子が画素部７３、または駆動回路部７４、端子部７５が設けられた第１
の基板７１と貼りあわせる。第１の基板７１はガラス基板であってもよいし、プラスチッ
ク基板であってもよい。ただし、熱膨張係数が異なると反りが生じる恐れがあるため、第
１の基板７１は第２の基板と同じ熱膨張率の材料からなる基板を用いればよい。一対の基
板を貼り合せた直後の上面図を図１１（Ｂ）に示す。第１シール材の粘度は高いため、貼
り合せた際には若干広がるが、第２シール材の粘度は低いため、貼り合せた際、図１１（
Ｂ）に示すように、第２シール材は平面的に広がることとなる。第２シール材が、第１の
シール材７６の間、即ち開口部に向かって図１１（Ｂ）中の矢印の方向に押し出されるこ
とによって、第１シール材７６の間に充填される領域に気泡が存在しないようにすること
ができる。第１シール材７６は第２シール材７７ｂと接しても混ざることはなく、第１シ
ール材７６は第２シール材７７ｂによって形成位置は変化しない粘度を有している。なお
、第１シール材７６には、２枚の基板間隔を保持するギャップ材（フィラー、微粒子など
）を含ませている。
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【０１４７】
　また、本実施例は、実施の形態１、実施の形態２、実施例１、または実施例２のいずれ
か一と自由に組み合わせることができる。
【実施例４】
【０１４８】
本発明を実施して得た発光装置を表示部に組み込むことによって電子機器を作製すること
ができる。電子機器としては、ビデオカメラ、デジタルカメラ、ゴーグル型ディスプレイ
（ヘッドマウントディスプレイ）、ナビゲーションシステム、音響再生装置（カーオーデ
ィオ、オーディオコンポ等）、ノート型パーソナルコンピュータ、ゲーム機器、携帯情報
端末（モバイルコンピュータ、携帯電話、携帯型ゲーム機または電子書籍等）、記録媒体
を備えた画像再生装置（具体的にはDigital Versatile Disc（ＤＶＤ）等の記録媒体を再
生し、その画像を表示しうるディスプレイを備えた装置）などが挙げられる。それらの電
子機器の具体例を図１２に示す。
【０１４９】
　図１２（Ａ）はテレビであり、筐体２００１、支持台２００２、表示部２００３、スピ
ーカー部２００４、ビデオ入力端子２００５等を含む。本発明は表示部２００３に適用す
ることができ、テレビの信頼性を向上することができる。なお、パソコン用、ＴＶ放送受
信用、広告表示用などの全ての情報表示用のテレビが含まれる。
【０１５０】
　図１２（Ｂ）はデジタルカメラであり、本体２１０１、表示部２１０２、受像部２１０
３、操作キー２１０４、外部接続ポート２１０５、シャッター２１０６等を含む。本発明
は、表示部２１０２に適用することができ、デジタルカメラの信頼性を向上することがで
きる。また、本発明によりフレキシブル基板で封止すれば、デジタルカメラの軽量化が図
れる。
【０１５１】
　図１２（Ｃ）はノート型パーソナルコンピュータであり、本体２２０１、筐体２２０２
、表示部２２０３、キーボード２２０４、外部接続ポート２２０５、ポインティングマウ
ス２２０６等を含む。本発明は、表示部２２０３に適用することができ、ノート型パーソ
ナルコンピュータの信頼性を向上することができる。
【０１５２】
　図１２（Ｄ）はモバイルコンピュータであり、本体２３０１、表示部２３０２、スイッ
チ２３０３、操作キー２３０４、赤外線ポート２３０５等を含む。本発明は、表示部２３
０２に適用することができ、モバイルコンピュータの信頼性を向上することができる。
【０１５３】
　図１２（Ｅ）は記録媒体を備えた携帯型の画像再生装置（具体的にはＤＶＤ再生装置）
であり、本体２４０１、筐体２４０２、表示部Ａ２４０３、表示部Ｂ２４０４、記録媒体
（ＤＶＤ等）読み込み部２４０５、操作キー２４０６、スピーカー部２４０７等を含む。
表示部Ａ２４０３は主として画像情報を表示し、表示部Ｂ２４０４は主として文字情報を
表示するが、本発明は表示部Ａ、Ｂ２４０３、２４０４に適用することができ、画像再生
装置の信頼性を向上することができる。なお、記録媒体を備えた画像再生装置には家庭用
ゲーム機器なども含まれる。
【０１５４】
　図１２（Ｆ）は携帯型のゲーム機器であり、本体２５０１、表示部２５０５、操作スイ
ッチ２５０４等を含む。本発明は表示部２５０５に適用することができ、ゲーム機器の信
頼性を向上することができる。また、本発明によりフレキシブル基板で封止すれば、携帯
型のゲーム機器の軽量化が図れる。
【０１５５】
　図１２（Ｇ）はビデオカメラであり、本体２６０１、表示部２６０２、筐体２６０３、
外部接続ポート２６０４、リモコン受信部２６０５、受像部２６０６、バッテリー２６０
７、音声入力部２６０８、操作キー２６０９等を含む。本発明は、表示部２６０２に適用
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することができ、ビデオカメラの信頼性を向上することができる。また、本発明によりフ
レキシブル基板で封止すれば、ビデオカメラの軽量化が図れる。
【０１５６】
　図１２（Ｈ）は携帯電話であり、本体２７０１、筐体２７０２、表示部２７０３、音声
入力部２７０４、音声出力部２７０５、操作キー２７０６、外部接続ポート２７０７、ア
ンテナ２７０８等を含む。本発明は、表示部２７０３に適用することができ、携帯電話の
信頼性を向上することができる。また、本発明によりフレキシブル基板で封止すれば、携
帯電話の軽量化が図れる。なお、表示部２７０３は黒色の背景に白色の文字を表示するこ
とで携帯電話の消費電流を抑えることができる。
【０１５７】
　以上の様に、本発明を実施して得た表示装置は、あらゆる電子機器の表示部として用い
ても良い。なお、本実施の形態の電子機器には、実施の形態１、実施の形態２、または実
施例１乃至３のいずれの構成を用いて作製された発光装置を用いても良い。
【産業上の利用可能性】
【０１５８】
本発明により、発光装置の信頼性を向上することができ、さらにフレキシブル基板での封
止が可能となるため、電子機器の軽量化が図れる。
【図面の簡単な説明】
【０１５９】
【図１】貼り合わせ前後の基板上面図。（実施の形態１）
【図２】製造装置の断面図を示す図。（実施の形態１）
【図３】貼り合わせ前後の基板上面図。（実施の形態２）
【図４】製造装置の断面図を示す図。（実施の形態２）
【図５】作製工程を示す図。（実施例１）
【図６】剥離前の断面ＴＥＭ写真を示す図。（実施例１）
【図７】剥離後の断面ＴＥＭ写真を示す図。（実施例１）
【図８】表示しているパネル写真を示す図。（実施例１）
【図９】アクティブマトリクス型ＥＬ表示装置の構成を示す図。（実施例１）
【図１０】アクティブマトリクス型ＥＬ表示装置の構成を示す図。（実施例２）
【図１１】貼り合わせ前後の基板上面図。（実施例３）
【図１２】電子機器の一例を示す図。（実施例４）
【図１３】貼り合わせ前後の基板上面図。（実施の形態１）
【図１４】貼り合わせ前後の基板上面図。（実施の形態１）
【図１５】製造装置の断面図を示す図。（実施の形態２）
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